
令和元年度補正予算「事業承継トライアル実証事業（事務局）」に係る企画競争募集要領 

 

令和２年１月３１日 

経済産業省 

 中小企業庁事業環境部 

財務課 

 

経済産業省では、令和元年度補正予算「事業承継トライアル実証事業（事務局）」を実施す

る委託先を、以下の要領で広く募集する。 

 

１．事業の目的（概要） 

   中小企業・小規模事業者（以下「中小企業」という。）は、地域の経済や雇用を担う重

要な存在である。しかし、今後１０年の間に、７０歳(平均引退年齢)を超える中小企業

の経営者は約２４５万人と見込まれており、うち約半数の１２７万(日本企業全体の約３

割)が後継者未定となることが見込まれている。この現状の改善に努めないと、中小企業

の廃業の急増により、令和７年頃までの１０年間累計で約６５０万人の雇用、約２２兆

円のＧＤＰが失われる可能性がある。従って、政府は、令和７年までの１０年程度を「事

業承継の集中実施期間」とし、事業承継の支援を実施している。 

   こうした支援施策のうち、特に後継者不在の中小企業の事業承継を行うに当たっては、

後継者候補者の選定及びその者が優れた経営者となるための後継者教育が必要であるが、

現状はそうした機会を得る中小企業は多くないため、結果として後継者育成に関するノ

ウハウが中小企業に蓄積されていないことが、円滑な事業承継を実現する阻害要因とな

っている。こうした問題点の解決に繋げるべく、本事業では、後継者不在の中小企業と、

事業承継の意向を有する経営者候補人材のマッチングを通じて、後継者不在の中小企業

が第三者を後継者候補として事業承継に向けた準備を行う経験値の蓄積と、その結果と

して得られる後継者教育の「型」を、多くの後継者不在の中小企業における共有知とし

て情報発信し、最終的に後継者教育未経験の中小企業の円滑な事業承継実現の橋頭堡を

構築することを目的として、実証事業を行う。 

 

２．事業のスキームについて 

  中 小 企 業 庁     

     （申請）↑  ↓（委託）    

    民 間 団 体 等（事務局） 

     （申請）↑  ↓（委託）    

   後継者不在中小企業（再委託先） 

 



３．事務局の事業概要 

（１）後継者不在中小企業の選定及び管理について 

    事務局は、中小企業庁との協議の上、公募要領を作成したのち、事務局から再委託

を行う候補となる後継者不在中小企業を募集、採択する。 

  ※応募における手順、審査、スケジュール等は、中小企業庁との協議により決定する。 

  ※後継者不在中小企業は、事業承継を見据えた後継者への教育の計画を策定の上、申請

する。 

  ※支援機関の取りまとめのもと、複数者による申請方法等も検討する。 

  ※再委託候補先は、応募の上、中小企業庁と協議の上、決定する。 

 

（２）後継候補者の選定及び管理について 

    事務局は、公募その他の方法により、後継者不在中小企業の後継者候補となる者の

選定を行う。 

  ※後継候補者の要件・基準については、中小企業庁との協議の上、決定する。 

 

（３）マッチングについて 

    事務局は、(１)で採択された後継者不在中小企業と(２)で選定された後継者候補者

を両者のニーズに照らし合わせて、両者のマッチングを行い、両者の面談を実施し、

然るべき後継候補者を入社させるまでの支援を行う。後継候補者が入社した後に、当

該後継者不在中小企業との再委託契約を締結し、後継者教育の実証事業を開始する。 

  ※後継候補者の雇用形態については、後継者不在中小企業と後継候補者との協議の上決

定する。 

  ※面談については、対面の面談、インターネットを介した面談等弾力的な運用を可能と

し、事務局は後継者不在中小企業、後継候補者が面談の支援を実施する。 

  ※再委託先については、60 者程度を想定。 

 

（４）後継者教育の支援について 

    事務局は、（３）の結果、後継者不在中小企業と後継候補者との間で再委託契約が締

結された後、後継者不在企業の経営者及び後継者双方のメンターとなる者を定期的に

派遣することで、後継者教育の進捗管理及び、後継者教育が効果的に行われるように

努める。 

  ※事務局は、メンターの能力や定義について、中小企業庁と協議の上、メンターを選定

する。 

 

（５）後継者教育の型の取りまとめについて 

 事務局は、（３）で再委託契約が締結され、（４）で実施した後継者教育の結果につ



いての報告書の提出を求める。なお、後継者不在企業の経営者及び後継候補者双方の

支店から作成する。事務局は、提出された報告書の取りまとめを行い、後継者教育に

関しての標準的に行うべき型の選定を行う。 

  ※再委託先が提出する報告書及びそれを基に事務局が取りまとめる後継者教育の型につ

いての報告書は、中小企業庁との協議の上、その形式を決定する。 

 

３．事業実施期間 

   契約締結日～令和２年３月３１日 

    

４．応募資格 

応募資格：次の要件を満たす企業・団体等とします。 

本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。なお、コンソーシア

ム形式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事

法人が事業提案書を提出して下さい。（ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委

託することはできません。） 

①日本に拠点を有していること。 

②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有していること。 

④予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しないものであること。 

⑤経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者では

ないこと。 

⑥過去３年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではな

いこと。 

 

５．契約の要件 

（１）契約形態：委託契約 

（２）採択件数：１件 

（３）予算規模：３億円を上限とします。なお、最終的な実施内容、契約金額については、

経済産業省と調整した上で決定することとします。 

（４）成果物の納入：事業報告書の電子媒体１部を経済産業省に納入。 

          ※ 電子媒体を納入する際、経済産業省が指定するファイル形式に加え、

透明テキストファイル付ＰＤＦファイルに変換した電子媒体も併せ

て納入。 

（５）委託金の支払時期：委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。 

※本事業に充てられる自己資金等の状況次第では、事業終了前の支払い



（概算払）も可能ですので、希望する場合は個別にご相談ください。 

（６）支払額の確定方法： 事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則

として現地調査を行い、支払額を確定します。 

支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認

められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、そ

の収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要とな

ります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを

満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあり

ます。 

 

６．応募手続き 

（１）募集期間 

    募集開始日：令和２年１月３１日（金） 

    締切日：令和２年２月２０日（木）１７時必着 

（２）説明会の開催 

開催日時：令和２年２月５日（水）１１時～１２時 

説明会への参加を希望する方は、１０．問い合わせへ２月４日（火）１７時までに

ご連絡ください。 

連絡の際は、メールの件名（題名）を必ず「事業承継トライアル実証事業（事務局）

説明会出席登録」とし、本文に「所属組織名」「出席者の氏名（ふりがな）」「所属（部

署名）」「電話番号」「ＦＡＸ番号」「E-mail アドレス」を明記願います。 

なお、会場の都合により、説明会への出席につきましては、応募単位毎に２名まで

でお願い致します。（複数組織での共同応募を予定されている場合は共同で応募される

複数組織を一応募単位とし、その中から２名までの出席でお願い致します。）説明会の

会場につきましてはご登録頂きました、「E-mail アドレス」までご連絡致します。ま

た、出席者多数の場合は説明会を複数回に分け、時間を調整させて頂くことがありま

すので、予めご了承下さい。 

（３）応募書類 

① 以下の書類を一つの封筒に入れてください。封筒の宛名面には、「事業承継トライア

ル実証事業（事務局）申請書」と記載してください。 

・申請書（様式１）＜申請書１部＞ 

・企画提案書（様式２）＜４部＞ 

・会社概要等が確認できる資料（パンフレット等）＜４部＞ 

・競争参加資格審査結果通知書（全省庁統一）の写し又は直近の財務諸表＜４部＞ 

② 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。 

なお、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場



合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１４日法律

第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を

除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。 

  ③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、企画提案書

の作成費用は支給されません。 

  ④ 企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、予算

額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請

者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることが

あります。 

（４）応募書類の提出先 

応募書類は持参又は郵送により以下に提出してください。 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課 

令和元年度補正「事業承継トライアル実証事業（事務局）」担当宛て 

※ ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付ません。資料に不備がある場合は、審

査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。 

※ 締切を過ぎての提出は受け付けられません。郵送の場合、配達の都合で締切時刻

までに届かない場合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。 

 

７．審査・採択について 

（１）審査方法 

採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。

なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施します。 

（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

①４．の応募資格を満たしているか。 

②提案内容が、１．本事業の目的に合致しているか。 

③事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

④事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見ら

れるか。 

⑤事業承継、人材マッチング領域の関連分野に関する知見を有しているか。 

⑥本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。 

⑦コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過不足

無く考慮し、適正な積算が行われているか。 

⑧ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか 

⑨適切な情報管理体制が確保されているか。また、情報取扱者以外の者が、情報 



に接することがないか。 

（３）採択結果の決定及び通知について 

採択された申請者については、経済産業省のホームページで公表するとともに、当

該申請者に対しその旨を通知します。 

 

８．契約について 

採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになりま

す。なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、経済産業省との協議を経て、事

業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。 

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業

開始となりますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合致しない

場合には、委託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。 

    なお、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがあり

ますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。また、

契約締結後、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合に

は、変動後の税率により計算した消費税及び地方消費税額を含んだ委託金の額を上限

とする契約の一部変更を行うこととなります。 

 

９．経費の計上   

（１）経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまと

めに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 事業に従事する者の作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費  

旅費 事業を行うために必要な国内出張に係る経費 

会場費 事業を行うために必要な会議、研修会等に要する経費（会場借料、

機材借料及び茶菓料（お茶代）等） 

謝金 事業を行うために必要な謝金（会議、研修会等に出席した外部専

門家当に対する謝金等） 

備品費 事業を行うために必要な物品（ただし、１年以上継続して使用で

きるもの）の購入、製造に必要な経費 



（借料及び損料） 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する

経費 

消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの（た

だし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの。）の購

入に要する経費 

外注費 受託者が直接実施することができないもの又は適当でないもの

について、他の事業者に外注するために必要な経費（請負契約） 

印刷費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等

の印刷製本に関する経費 

雑役務費 事業を実施するために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費 

その他諸経費 

 

事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用され

ることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも

属さないもの 

例） 

  通信運搬費（郵便料、運送代、通信・電話料等） 

光熱水料（電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等

について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料

金が算出できる場合） 

 

Ⅲ．再委託費 

 

発注者（国）との取決めにおいて、受注者が当該事業の一部を他

者に行わせる（委任又は準委任する）ために必要な経費 

Ⅳ．一般管理費 

 

委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経

費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の

条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費 

 

（２）直接経費として計上できない経費 

 ・建物等施設に関する経費 

 ・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事

務機器等） 

 ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

 ・その他事業に関係ない経費 

 

１０．問い合わせ先 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課 



担当：尾張、小野 

TEL：０３－３５０１－５８０３ 

FAX：０３－３５０１－６８６８ 

お問い合わせは電話又はＦＡＸでお願いします。来訪でのお問い合わせは受付できま

せん。 

なお、お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「事業承継トライアル実証事業（事

務局）」としてください。他の件名（題名）ではお問い合わせに回答できない場合があり

ます。 

以上 

 

 


